
参 考 見 積 募 集 要 領

次のとおり参考見積を募集します。

平成３１年 ２月１３日

独立行政法人水資源機構

愛知用水総合管理所長 安藤 昌文

１．目的

この参考見積の募集は、愛知用水総合管理所で予定している物品調達の積算の参考とするた

めの価格を募集するものです。

2．参考見積書提出の資格

(1)水資源機構における平成２９・３０年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を

受けていることとします。

(2)営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。

(3)当機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成６年５月３１日付け

６経契第４４３号）に基づき、木曽川水系及び豊川水系関連区域において指名停止を受け

ていないこととします。

3. 参考見積書の提出等

(1) 見積書は、下記、見積内容により提出して下さい。

なお、見積書の様式は問いません。

(2) 提出期間

平成３１年２月１４日（木）から平成３１年２月２７日（水）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午

後５時まで

(3) 見積書のあて名

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所長 安藤 昌文 宛

(4) 見積書提出先

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所 総務課 細江

〒４７０－０１５１ 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山２５番地の２５

ＴＥＬ０５６１－３９－５４６０ ＦＡＸ０５６１－３９－５４６４

(5) 提出方法

書面は、持参又はＦＡＸ（社印があること）により提出するものとします。

4. 参考見積内容

別添、参考見積仕様書のとおり。

5. 募集要領に対する質問

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提

出してください

(1)提出期間

平成３１年２月１４日（木）から平成３１年２月２０日（水）まで

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午



後５時まで

(2)提出場所

3. (4)に同じ。

(3)提出方法

3. (5)に同じ。

6． 質問に対する回答

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。

(1)期間

平成３１年２月２１日（木）から平成３１年２月２７日（水）まで

(2)方法

ホームページに掲載します。

7. 参考見積書作成及び提出に要する費用

参考見積提出者の負担とします。

8. ヒアリング

提出していただいた見積り資料についてヒアリングを実施することがあります。
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参 考 見 積 仕 様 書

（概要）

１ 本業務は自動体外式除細動器(ＡＥＤ)の賃貸借を行うものです。

（設置場所及び数量）

２ 本業務の設置場所及び数量は次のとおりです。

①愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山２５番地の２５

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所 ＡＥＤ １セット

②長野県木曽郡木曽町三岳７６９６番地の１

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所 牧尾管理所

ＡＥＤ １セット

③岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２４１番地の２

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所 上流管理所

ＡＥＤ １セット

④愛知県常滑市金山字石坂２０１番地

独立行政法人水資源機構 愛知用水総合管理所 下流管理所

ＡＥＤ １セット

計 ４セット

ＡＥＤスタンド型収納ケースについては既存のものを使用

（賃貸借期間）

３ 本業務の賃貸借期間は次のとおりです。

平成３１年４～５月から賃貸借を開始し５年間借用するものとします。

（ＡＥＤの仕様）

４ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の１セットの機器構成は次のとおりです。

（１） ＡＥＤ本体 日本光電（ＡＥＤ－２１５０） １台

（２） バッテリパック（ＮＫＰＢ－２８２７１） １個

（３） 使い捨て除細動パッド（Ｐ－５３０） ２枚

（４） ＡＥＤ／ＣＰＲレスキューキット １個

（５） キャリングバッグ（ＹＣ－２１０Ｖ） １個

（６） ＡＥＤ設置シール １枚
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（保守条件）

５ 保守の条件等は次のとおりです。

（１） 保証期間はＡＥＤ本体納入後５年とし、故障等が生じた場合は、担当技術員

を派遣し、正常な状態に回復させること。

（２） 設置機器には保守担当者の連絡先を明示すること。

（３） バッテリパック及び使い捨て除細動パッドは、賃貸借期間内において各々使

用期限毎に設置場所へ納入すること。また、賃貸借期間内にＡＥＤを使用し

た場合には、バッテリパック、使い捨て除細動パッド及びレスキューキット

を速やかに設置場所へ納入すること。

（その他）

６ 参考見積書の記載内容は次のとおりお願いします。

（１）月額の賃貸借料

（２）５年間(６０ヶ月)の賃貸借料総額

以 上


